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第 1はじめに

被告は，本書面において，本件3号炉の原子炉設置変更許可申請に係る

原子力規制委員会による審査の結果を踏まえ，基礎地盤及び周辺斜面の安

定性並びに基準津波に伴う水位下降に係る従前の被告の主張を補充する。

以下，まずは第2において，基礎地盤及び周辺斜面の安定性に関し，新た

に策定した基準地震動Ssを踏まえても本件3号炉の基礎地盤及び周辺斜

面が十分な安定性を有していることについて説明する。続いて,第3にお

いて，基準津波に伴う水位下降に関し，より保守的な設定に基づく数値シ

ミュレーションを行った結果，海水ピットポンプ室の最低水位の数値に変

更が生じたものの，安全性には問題がないことについて説明する。

なお,本書面における基礎地盤及び周辺斜面の安定性についての主張は，

被告が平成27年4月6日付で提出した「被告の主張について」における

「第8地すべり，深層崩壊による危険性」の箇所で今後主張する予定と

していたものであり，また，基準津波に伴う水位下降についての主張は，

同じく「第7の2海水ポンプ」の箇所で今後主張する予定としていたも

のである。

第2基礎地盤及び周辺斜面の安定性について

被告は，基礎地盤の安定性については平成26年10月21日付の被告

準備書面（5）第2の2(4)（11頁以下）等で述べ，周辺斜面の安定性に

ついては平成24年9月13日付の被告準備書面（1）第4の3及び4（1

1頁以下）等で述べた。

これらは，従来の基準地震動Ss(最大加速度は570ガル）を踏まえ

て行った安定性評価の結果を述べたものであるが，被告は，その後，原子

力規制委員会による審査を踏まえて新たに基準地震動Ssを策定したこと

1



ー

今

ｰ

今

に伴い，あらためて本件3号炉に係る基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価

を行ったことから，以下，それぞれの評価結果について説明する。なお，

被告は，本件発電所の原子炉施設等を直接設置する基礎となる地盤につい

て，本件発電所においては岩盤に直接基礎を構築していることなどから，

これまで「基礎岩盤」と記載してきたが，新規制基準においては「基礎地

盤」という用語が使用されているため，本書面では,書証の記載との整合

性も勘案して，「基礎地盤」と記載している（意味するところは変わらな

い。）。

1基準地震動Ssによる地震力に対する本件3号炉の基礎地盤の安定性

（1）評価の方針

原子力発電所の安全性を確保するためには，原子炉を「止める」「冷

やす」，放射性物質を「閉じ込める」という安全機能に関係する耐震設

計上の重要度分類Sクラスの機器等を支持する施設（以下「耐震重要施

設」という。）の基礎地盤の安定性が基準地震動Ssによる地震力によ

って損なわれないことが重要である。また，従来の安全確保対策で想定

した事象を超える事象が発生した場合において炉心の著しい損傷を防止

する対策及び炉心の著しい損傷に至る事象が発生した場合においても原

子炉格納容器の破損を防止する対策を有効に機能させるための設備を設

置する施設（以下「常設重大事故等対処施設」という。なお，耐震重要

施設は，結果として，いずれも常設重大事故等対処施設にも該当する。）

の基礎地盤の安定性が損なわれないことも重要である。

そこで被告は，耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤

について，新たに策定した基準地震動Ssに基づく安定性評価を実施し

た（評価対象となる耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の配置図

2



を図1に示す。図中，赤字で示したものは耐震重要施設及び常設重大事

故等対処施設の両方に該当する施設であり，青字で示したものは，常設

重大事故等対処施設にのみ該当する施設である。）。
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図1評価対象施設（耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設）配置図

(2)評価の方法

被告は，まず，本件3号炉の基礎地盤を構成する岩盤について解析用

物性値（解析を行うために，岩盤の持つ様々な性質を数値化したもの）

を設定し，評価対象とする断面を選定して解析モデルを作成した上で，

基準地震動Ssを用いた解析を行うことにより，本件3号炉の基礎地盤

3



の安定性を評価した。

ア解析用物性値の設定

被告は，本件3号炉の基礎地盤を構成する岩盤について解析用物性

値を設定するにあたり，まず，一般的に広く用いられている電中研方

式（田中治雄氏が「土木技術者のための地質学入門」（1964年）

で明らかにした，風化の有無，節理間隔，ハンマーの打音等に基づい

て岩盤を分類する方式）の分類法を参考に，地質調査結果に基づき，

堅い岩盤から順に,CH級,CM級,CL級及びD級の4段階に岩盤

分類を行った。その上で，同一の岩盤分類においても，風化の程度，

割れ目の状態等によって強度特性等にII幅があることを考慮し，解析用

岩盤分類として,1級①～③(CH級),Ⅱ級(CM級）及びⅢ級(C

L級,D級及び表土等。評価対象の地盤に応じてより詳細にⅢ級①及

び②を設定）に分類した（図2参照）。そして，それらの解析用岩盤

分類に応じて，強度特性のばらつきを安全側に考慮した上で解析用物

性値を設定した。

【岩盤】

［岩盤分類］

CH級岩盤

[解析用岩盤分類］

｜

I
1級'1～a

’’ CM級岩盤

CL級岩盤

11級

１
１

１
１

またはIⅡ級(1

またはIⅡ級2 D級岩盤及び衰土等
’

図 2 解析用岩盤分類について
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イ 評価対象断面の選定

被告は，地形，地質及び敷地内断層の性状を考慮し，図3のとおり，

3号炉原子炉建屋に対する評価対象断面として3号炉原子炉建屋の炉

心で直交する2断面(X-X'断面,Y-Y'断面),緊急時対策所

に対する評価対象断面として緊急時対策所を通り直交する2断面(A

-A'断面,B-B'断面）及び斜面に正対する1断面(C-C'断

面），重油タンクに対する評価対象断面として重油タンクを通り直交

する2断面(D－D'断面,E-E'断面）を選定した（評価対象断

面の地質断面図の例を図4に示す。）。

3号炉原子炉建屋，緊急時対策所及び重油タンクを除く耐震重要施

設及び常設重大事故等対処施設については，3号炉原子炉建屋，緊急

時対策所及び重油タンクのいずれかと同等の標高，岩種及び岩級の地

盤に支持されていること等から，3号炉原子炉建屋，緊急時対策所及

び重油タンクの基礎地盤の評価で代表させることとした。
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ウ解析モデルの作成

解析モデルの作成にあたっては,原子力発電所耐震設計技術指針(J

EAG4601-2008,乙D53)を参考に，まずは簡易的な評

価手法を用いて，3号炉原子炉建屋，緊急時対策所及び重油タンクの

各施設に係る評価対象断面の中でも最も評価が厳しくなる断面を絞り

込んだ上で，当該断面について解析モデルを作成することとした。

このため，被告は，まず評価対象断面に対して簡便法（円弧すべり

面及び複合すべり面を想定し，静的地震力（実際には時々刻々と変化

する地震動を時間とともに変化しない一定の力として仮定した地震力）

を用いて簡易にすべり安全率を算定する手法（図5参照））による評

価を行い，最も評価が厳しくなる断面の絞り込みを行った。

○複合すべり面法

・基礎底面沿いのすべり面

○円弧すべり面法

･円弧の中心位置(格子位置)及び半径をバﾗﾒﾄﾘｯｸに与え，
最小すべり安全率を示すすべり面を抽出する。
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そして，絞り込みの結果，表1のとおり，すべり安全率が最も厳し

くなる（すなわち，すべり安全率の数字が最も小さくなる）1断面（3

号炉原子炉建屋についてはX-X'断面，緊急時対策所についてはA

-A'断面，重油タンクについてはD-D'断面）をそれぞれ選定し

た上で，上記の解析用岩盤分類を踏まえて解析モデルを作成し，動的

解析（時々刻々と変化する地震動に対して地盤が受ける力，変形等を

求める解析）を行った。

表1簡便法による絞り込みの結果（基礎地盤）

［○印を付した断面について解析モデルを作成］

(3号炉原子炉建屋）

(緊急時対策所）

(重油タンク）

8
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(3)評価内容及び評価結果

ア支持力

地震発生時には基礎地盤に加わる荷重が平常時に比べて増大するの

で，原子炉施設の基礎地盤は，地震発生時の荷重に対しても十分な支

持力を有するものでなければならない。

被告は，本件3号炉の基礎地盤が十分な支持力を有していることを

確認するため，3号炉原子炉建屋(X-X'断面),緊急時対策所(A

-A'断面）及び重油タンク(D-D'断面）の基礎底面における地

震時最大接地圧を算定し，その値が，本件3号炉の基礎地盤を構成す

る岩盤の極限支持力(7.84N/mi(=1㎡当たり800トン）以

上）を踏まえて設定した評価基準値（7．84N/mi)を超えないこ

とを確認することとした。

解析により求めた各施設の基礎底面における地震時最大接地圧は表

2のとおり，3号炉原子炉建屋基礎底面で2.15N/mi,緊急時対

策所基礎底面で0.23N/mi,重油タンク基礎底面で0．24N/

m,iとなった。

や

表2支持力に対する解析結果
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0．24



ー

以上の結果，地震時最大接地圧は，最も厳しい3号炉原子炉建屋基

礎底面でも2．15N/m㎡であり，評価基準値(7.84N/mi)を

大きく下回っていることから，本件3号炉の基礎地盤は十分な支持力

を有している。

ちなみに，上記図4からも明らかなとおり，本件3号炉の基礎地盤

は,CH級以上の堅硬な岩盤で構成されており，被告準備書面(5)

第2の2(4)ア（12頁以下）で述べたとおり，被告が行った平板載荷

試験の結果では，本件3号炉の基礎地盤を構成する岩盤は7.84N

/m'iまでの範囲では十分に弾性的な性状で，岩盤の破壊に至るまでに

はまだ十分な余裕があることから，本件3号炉の基礎地盤を構成する

岩盤の極限支持力は7.84N/miを大きく上回ると評価できるもの

の,保守的に7.84N/miを評価基準値として採用したものである。

イすべり安全性（せん断抵抗力）

本件3号炉の基礎地盤について，活断層又は大規模な地すべりを引

き起こすような断層，破砕帯及び片理の著しい発達はなく，将来活動

する可能性のある断層等の露頭がないことは，被告準備書面（5）第

2の2(3)（8頁以下）で述べたとおりであるが，地震発生時には，地

震力が作用することにより，地盤をすべらそうとする力（せん断力）

が働くため，原子炉施設の基礎地盤は，地震発生時にも十分なすべり

安全性（せん断抵抗力）を有するものでなければならない。

そこで被告は，基準地震動Ssによる地震力が作用した場合でも本

件3号炉の基礎地盤が十分なすべり安全性（せん断抵抗力）を有して

いることを確認するため，3号炉原子炉建屋(X-X'断面),緊急

時対策所(A-A'断面）及び重油タンク(D-D'断面）の想定す

lO



くり面におけるすべり安全率が評価基準値（1．5）を上回ることを

確認することとした。なお，理論上，すべり安全率が1．0以上であ

ればすべりは発生しない(平成25年4月10日付の被告準備書面（2）

第1の6（11頁以下）参照）。

被告は，想定すべり面として，構造物基礎底面沿いのすべり面，簡

便法により抽出したすべり面，断層沿いのすべり面及び応力状態を考

慮したすべり面（局所安全係数（地盤の小部分ごとの安全係数）やモ

ビライズド面(岩盤がせん断破壊しやすい方向)を考慮したすべり面）

についてそれぞれ検討した。

想定すべり面におけるすべり安全率の解析結果を表3～5に示す。

この結果，基礎地盤におけるすべり安全率の最小値は，3号炉原子炉

建屋基礎地盤(X-X'断面）で1.8,緊急時対策所基礎地盤(A

-A')断面で2.1,重油タンク基礎地盤(D－D'断面）で2.

0であり，いずれも評価基準値（.1．5）を上回っている。

ll
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2

3

1

2

3

表3すべり安全率一覧表(X-X'断面，基礎地盤）

すべり面形状

悪謬匪而のすべり面

。
タービン遣浬

断屑(軟質含)沿いのすべり面
Iモピライズド面を考慮したすべり面

ュ竺聖

断屑(戦買含】沿いのすべり面
(タービン■屋を含まない、

、

牡
一
一

基準
地展動

Ss-1

Ss-1

Ss-3-1

最小すべり
安全率

3-6

匝

1-9

■

4

5

すべり面形状

」ｸー ビﾝﾛﾛ 康子僻趙厘

一

断屑(軟質含)沿いのすべり面
(タービン建■を含む）

一一タービン憧里

」

、

と
＝

断層(歎買言)および断層(軟質雛)沿いの

すべり面

基準

地震動

Ss-1

Ss-1

最小すべり
安全率

26

2.5

｢一一|:I級岩盤

|i:11級岩盤

r=-1:111級岩盤

后壽1:111級岩塗1

1~一~~!:Ⅲ級岩盤2

一一一：断層

｢－):すべり安全率の最小値

一：すべり面

表4すべり安全率一覧表(A-A'断面，基礎地盤）

、

すべり面形状

緊急時対策所
／

墓唾匿薗のすべり面

~

簡便法によるすべり面

e中一

■ ウ

ﾓピﾗｲスド画及び要秦安全率が低い領唾
を考虜したすべり面（断層～岩壁）

基準
地魚動

SS-1

Ss-1

Ss-1

最小すべり
安全率

16．9

2.7

3.0

’

4

5

6

12

すべり面形状

ー

■

モビライズド面及び要露安全率が低い領騒
を考慮したすべり面（断飼～断屑）

一

ウ

ﾓピﾗｲスド面及び要衆安全率が低い領域
を考慮したすべり面（岩腫～断鯛）

ー一

モビライズド面を考寓したすべり面（老聾〕

基準

地露動

Ss-1

Ss-1

Ss-1

最小すべり

安全率

回

3.5

2.6
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2

3

表5すべり安全率一覧表(D-D'断面，基礎地盤）

すべり面形状

"

ノ

基建塵西のすべり歴

＝＝‐三一

今ニニフ、
簡便篭によるすべり園

篁皇ﾆニララ
一

要塞安全率が匿い領域雷虜したすべり面

基準
地涜動

Ss-1

Ss-1

Ss-1

最小すべり

安全率

81

回

2.2

4

5

6

すべり面形状

〆芦~基~垂三重＝ミニ一一

要素安全率が低い霞域を考困したすべり面

シ三二ﾆｱ．～
モビライズド面を考虞したすべり函

多くごミミj>"

モビライズド面を考虜したすべり歴

基準

地震動

Ss-3-2

EW

Ss-3-1

Ss-1

最小すべり

安全率

27

2．3

3.5

また，全体で最もすべり安全率が小さくなるすべり面（表3の2「断

層（軟質含）沿いのすべり面（モビライズド面を考慮したすべり面）」，

すべり安全率は1．8）に対し，更なる地盤物性のばらつき等を考慮

した場合でも，すべり安全率は同等の値であった（有効数字未満の値

に若干の減少はあったが,すべり安全率は変わらず1．8となった｡)。

以上から，本件3号炉の基礎地盤は，十分なすべり安全性（せん断

抵抗力）を有している。

ウ沈下・傾斜に対する安全性（変形に対する抵抗力）

地震発生時には，地盤の変形により基礎地盤に傾斜が生じる可能性

があるため，原子炉施設の基礎地盤は，地震発生時の傾斜に対する安

全性を有するものでなければならない。また，地震発生時に生じる可

能性のある地殻変動による傾斜や周辺地盤の変状（不等沈下等）に対

しても安全性が確保されなければならない。

13
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被告は，本件3号炉の基礎地盤が傾斜に対する十分な安全性を有す

ることを確認するため，3号炉原子炉建屋(X-X'断面),緊急時

対策所(A-A'断面）及び重油タンク(D-D'断面）の各基礎底

面の両端それぞれの鉛直方向の変位の差を基礎底面幅で除して求めた

値，つまり基礎底面の傾斜が一般建築物の構造的な障害が発生する限

界を考慮して設定した評価基準値の目安である1／2000を超えな

いことを確認することとした。

解析により求めた各施設基礎底面の地震発生時における最大傾斜は，

3号炉原子炉建屋基礎底面で1／29000，緊急時対策所基礎底面

で1／54000，重油タンク基礎底面で1／35000である。し

たがって，基礎底面に生じる傾斜は，評価基準値の目安である1／2

000を十分下回っていることから，基礎地盤に生じる変形量は工学

的に無視しうるものであり，本件3号炉の重要な機器・系統の安全機

能に支障を与えるものではない。さらに，敷地に比較的近く，規模が

大きい中央構造線断層帯及び別府一万年山断層帯の活動に伴う地殻変

動による地盤の傾斜との重畳を考慮した場合においても，基礎底面の

最大傾斜は，3号炉原子炉建屋基礎底面で1/14000,緊急時対

策所基礎底面で1／18000，重油タンク基礎底面で1／1500

0であり，評価基準値の目安である1／2000を十分下回っている。

また，本件3号炉の耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設につ

いては，新鮮かつ堅硬な岩盤で直接支持していることから，地震発生

時においても，周辺地盤の変状（不等沈下，液状化及び揺すり込み沈

下）により影響を受けるおそれはない（被告準備書面（2）第3の2

（29頁以下）参照）。
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以上から，本件3号炉の基礎地盤は，沈下・傾斜に対して十分な安

全性（変形に対する抵抗力）を有している。

（4）小括

以上から，本件3号炉の基礎地盤は，新たに策定した基準地震動Ss

を踏まえても，原子炉施設を支持するのに十分な地耐力を有しており，

地震発生時においても岩盤破壊及び不等沈下等により本件3号炉の安全

性が損なわれるおそれはない。

2基準地震動Ssによる地震力に対する本件3号炉の周辺斜面の安定性

（1）評価の方針

基礎地盤と同様の観点から，本件3号炉の周辺斜面が基準地震動Ss

による．地震力により崩壊し，耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設

の安全機能が重大な影響を受けないことを確認する。

（2）評価の方法

被告は，本件3号炉の周辺斜面について，基礎地盤の安定性評価と概

ね同様の手順で解析モデルを作成し，基準地震動Ssを用いた解析を行

うことにより，周辺斜面の安定性を評価した。

ア解析用物性値の設 定

解析用物性値は，基礎地盤と同様に，風化の程度，割れ目の状態等

を考慮して設定した。

イ評価対象斜面の抽出及び評価対象断面の選定

被告は，まず，耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設と周辺斜

面との離隔距離や崩壊した場合のすべりの向きを考慮して，安定性評

価の対象とする斜面として，3号炉原子炉建屋の周辺斜面，空冷式非

常用発電装置の周辺斜面及び海水ピットの周辺斜面をそれぞれ抽出し
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た。その上で，各評価対象斜面について，周辺斜面の岩級，勾配，高

さ，敷地内断層の性状等を考慮して，斜面の高さが高い断面，斜面の

勾配が急な断面等,最も厳しい評価となると想定される断面を選定し，

評価対象断面とした。（評価対象斜面及び評価対象断面位置図を図6

に示す。）
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図6評価対象斜面及び評価対象断面位置図

ウ解析モデルの作成

解析モデルの作成にあたっては，基礎地盤と同様に，評価対象断面

に対して簡便法を用いた絞り込みを行い，すべり安全率が最も厳しく

なる1断面（3号炉原子炉建屋及び空冷式非常用発電装置の周辺斜面
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についてはいずれもX－X'断面，海水ビットの周辺斜面については

C-C'断面）をそれぞれ選定した上で解析モデルを作成した。

(3)評価内容及び評価結果

被告は，本件3号炉の周辺斜面が十分なすべり安全性を有することを

確認するため，3号炉原子炉建屋の周辺斜面，空冷式非常用発電装置の

周辺斜面（いずれもX-X'断面）及び海水ピットの周辺斜面(C-C'

断面）の想定すべり面におけるすべり安全率が評価基準値（1．2）を

上回ることを確認することとした。

想定すべり面は，簡便法により抽出したすべり面，断層沿いのすべり

面及び応力状態を考慮したすべり面（局所安全係数やモビライズド面を

考慮したすべり面）についてそれぞれ検討した。

想定すべり面におけるすべり安全率の解析結果を表6及び7に示す。

、すべり安全率の最小値は,X-X'断面で1.3,C-C'断面で2.

3であり，いずれも評価基準値（1．2）を上回る。

また，全体で最もすべり安全率が小さくなるすべり面（表6の3「要

素安全率が低い領域を考慮したすべり面」，すべり安全率は1．3）に

対し，更なる地盤物性のばらつき等を考慮した場合でも，すべり安全率

は同等の値であった（有効数字未満の値に若干の減少はあったが，すべ

り安全率は変わらず1．3となった。）。
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表6すべり安全率一覧表(X-X'断面，周辺斜面）

すべり面形状

ー

昼

〆
モビライズド面を考慮したすべり面

→

占〆

モビライズド面を考慮したすべり面

一

匹

要嚢要全率が低い領瞳を考慮したすべり面

基準
地展動

Ss-1

Ss-1

Ss-1

逓小すべり

安全率

4－0

21

4

5

すべり面形状

胴便法によるすべり面

一

閥便法によるすべり面

基準
地魚動

Ss-3-1

Ss-3-1

表7すべり安全率一覧表(C-C'断面，周辺斜面）

すべり面形状

1『曾阜P､■

や

閥便法によるすべり面

法肩部のすべり面

■F■DB●

、こ>ﾝ‘
や

断扇沿いのすべり面

、

基準
地露動

Ss-1

Ss-1

Ss-1

最小すべり
安全率

2.6

3-1

4.6

4

5

18

すべり面形状

11■*｡

要緊安全率が低い領域を考盛したすべり面

b?■■●

や

モビライズド面を考厘したすべり面

基準

地震動

Ss-1

Ss-1

最小すべり
安全率

1.7

1.7

遍小すべり

安全率

2.6

回



ちなみに，全体で最も小さなすべり安全率を示したすべり面を含むX

---X'断面の斜面は，本件3号炉の南側斜面であるが，当該斜面を含む

本件3号炉原子炉建屋周辺斜面は，図7のとおり，斜面表面に保護工（ロ

ックアンカー（岩盤の表層部にアンカー体（セメント等で形成する定着

部）を挿入し，常時緊張力を生じさせることで積極的に土塊を安定させ

るもの），ロックボルト（岩盤の表層部に鋼材を挿入し，土塊が変形し

ようとする際に鋼材に受動的に生じる引張力により地すべりの発生を抑

止するもの），鉄筋コンクリート製の擁壁・格子枠）を施した上で，適

切に保守管理を実施している。すべり安全率の解析にあたっては，これ

らの保護工の効果を考慮していないため，本件3号炉の南側斜面を含む

本件3号炉原子炉建屋周辺斜面の実耐力としては，上記の安定性評価の

結果よりもさらに大きな裕度を有していることになる。

EL.84m

【保守管理】
1回／6ケ月の外観点検,1回／年の変状調査,地震等の際の臨時点検，
及び緊張力のあるロックアンカーの代表箇所については常時計測管理

〔L4〒
毎く

L64

一
へ
、
、

Ｅ
、

堅硬な岩盤

凡例
一:撞里

：格子枠
一:ロックアンカー

－:ロツクボルト

図7本件3号炉原 子炉建屋周辺斜面における保護工
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（4）小括

以上から，本件3号炉の周辺斜面は，新たに策定した基準地震動Ss

に対しても十分な安定性を有している。

3まとめ

以上のとおり，新たに策定した基準地震動Ssに基づき，あらためて本

件3号炉の基礎地盤及び周辺斜面の安定性を評価した結果，いずれも十分

な安定性を有していることを確認した。

そして，本件3号炉の基礎地盤及び周辺斜面の安定性については，「基

礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」（乙E8)に照らし

て，「実用発電用原子炉及びその付属施設の位置，構造及び設備の基準に

関する規則」に適合しているとして，平成27年3月13日に開催された

原子力規制委員会の審査会合で了承を得ている（乙D54)。

第 3 基 準津波に伴う水位下降に つ い て

被告は，被告準備書面（5）第2の5は）（83頁以下）において，原子

力規制委員会による審査の状況を踏まえた津波に係る安全性を主張したが，

その後の審査の過程において，引き津波による海水ピットポンプ室の最低

水位の数値をさらに厳しい評価となるよう変更した。数値の変更後も，津

波に係る安全性が確保できていることに変わりはないが，以下，被告が海

水ピットポンプ室における取水機能を確保するために講じている対策を述

べた上で，審査を踏まえた変更内容について説明する。

1海水ピットポンプ室における取水機能を確保するための対策

被告は，海水ピット内に開閉式のゲート（フラップゲート）を有する海

水ピット堰を設置し（図8及び9参照），基準津波により海水ピットポン

プ室の水位が最も低下する時間においても海水ポンプの継続運転が可能と

●

ー

６
〕
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なるよう対策を講じている。海水ピット堰のフラップゲートは，堰内外の

水圧差で作動する設計としており，通常運転時及び押し津波到来時には｢開」

となっているが，引き津波に転じて潮位（海水ピット堰外の水位）が海水

ピット堰内の水位より低下すると「閉」となる。これにより海水ポンプの

取水に必要な海水ピット堰内の水位を維持することができる（図10及び

11参照）。

"29m
当

一

ツト有効面種：196(海水ビ 写

海水ﾎﾝプoo~||

海水ﾝプc●｜

海水ﾎﾝプs●｜

海水ﾝAO|

I

海水ﾎﾝプD●

｜

海水ﾝブc●

清電

B系統B系統

’’ ’’ 約13m
又凸

海水ﾝプB●

「一一一一一一
海水ﾝA●

A系統A系統

溝二

、、

海側［壷末E
←

’ソト堰 － －

図8海水ピット平面図及び海水ピット堰の設置場所

,旬水ビット堰仕榔
0@S:2750mm

O高さ;4,1mmm
O重量;42"kg
O個数：2個

Ｌ
■
｜
■
■
『
ｊ
】
豚
紗
肪

廊買■I|･
フランブゲート仕橡

0":404mm一

O高さ:1mOmm
O枚数84枚

潅求ポンプ側悪側

図 9 海水ピット堰の外観及び仕様
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図10海水ピット堰内の水位変動イメージ（1）

’ (①，②）
フラップゲートは「開」の状

態で，潮位に連動して堰内の

水位も上昇する。

(③～⑤）

引き津波により潮位が低下し，

堰内の水位を下回るとフラッ

プゲートが「閉」に変わり，

堰内の水位が維持される。

その後，取水により堰内の水

位が徐々に低下する。

(⑥）
潮位が回復し，潮位が堰内の

水位を上回るとフラップゲー

トが再び「開」に戻り，堰内

の水位も回復する。

①、②
‐

一小

今 1 ’

④

*

← ←

『~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~｜
|図中の丸数字は図101

1のグラフ中の丸数字と｜
|対応している。
l..._.___._______....____________1

⑥

小
今 -ラ

図11海水ピット堰内の水位変動イメージ（2）

22



~

2原子力規制委員会による審査を踏まえた変更内容

被告準備書面（5）では，フラップゲートの有効開口面積について海水

ピット堰の実機大試験に基づく平均値（0．2‘005㎡）に設定して行っ

た数値シミュレーションに基づき，海水ピットポンプ室の最低水位（朔望

平均干潮位を考慮した最低水位）をT.P.-3.25mとしていた。

その後，より保守的な評価を行う観点から，有効開口面積を最小値（0．

1810㎡）に変更し（これにより，従来の数値シミュレーションの設定

よりも海水ピット内への海水の流入が少なくなり，水位低下の観点からは

厳しい評価となる｡），改めて数値シミュレーションを行ったところ，海水

ピットポンプ室の最低水位はT.P.-3.26mとなった（変更前差一

1cm)｡

海水ポンプの取水機能を保持するために必要な最低水位はT・P、－4．

10mであることから，変更後の水位(T・P.-3.26m)に地殻変

動による隆起量（約0.3m)及び更なる潮位の不確かさ（約0．2m)

を考慮した場合でも，海水ポンプの取水機能を維持することができること

に変わりはない。

そして，変更後の水位については，平成27年3月5日に開催された原

子力規制委員会の審査会合で了承を得ている。

｡

Ｓ
一

｡

以 上
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